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特集責f図書館の望ましい基準jをどうとうえるか

「図書館の設置及び運営上の望ましい基準J制定の意義

薬袋秀樹

はじめに

2012年12月，文科省は， r公立図書館の設置及び

運営上の望ましい基準J(平成13年文部科学省告示第

132号)を改正し， r図書館の設寵及び運営上の望

ましい基準J(平成24年文部科学省告示第172号)1)を大

臣告示した(以下，それぞれ rl日基準Jr新基準Jとい

う)。本稿では，新基準の基本的な特徴と意義につ

いて述べる。制定の経緯と背景については，本号

掲載の文科省社会教育課の報告を参照されたい。

なお，本稿は筆者の傭人的見解を含むものである。

1. 新基準に関する資料

新基準に関する資料として，文科省生涯学習政

策局社会教育課 f図書館の設量及び運営上の望ま

しい基準(平成24年文部科学省告示第172号)につい

て.F)があり，これからの図書館の在り方検討協力

者会議(以下， r協力者会議jという)r図書館の設置

及び運営上の望ましい基準の見直しについてJ(以

下， ri協詣力者会議報告謹警こ」という引) と‘「印『鴎書書;館の設置

及び

去先知1])汁J(J以A下， r生涯学習政策局長通知jという)等を収

録しているので，参考にしていただきたい。

1.1 協力者会議報告書

r 1 基本的な考え方Jr JI W設置及び運営上望

ましい基準jの具体的な内容Jr参考資料jがあ

る。

r 1 Jは，1.検討の経緯， 2 図書館の現状，

3 これからの図書;館に求められる「設霞及び運

営上望ましい基準Jの視点からなる。 3は， (1)社

会の変化や新たな課題への対応， (2)図書館法の改

正への対応， (3)情報化の進展への対応， (4)都道

府県及び市町村の役割の明確化， (5)新基準の構成

からなる O

rJIJは，1.図書館法改正を踏まえて新たに盛

り込む内容， 2. rこれからの図書館像(報告)J

の提言及びこれまでの協力者会議等での議論を踏

まえて盛り込むべき内容からなる。 3. その他留

意すべき事項では， (1)数値基準で， r自標基準例J
を参考に，各地方公共屈体が数値目擦を設定し

その達成に努めること 都道府県が域内の図書館

に共通する基準を策定しその達成を支援するこ

とが望ましいと述べている o (2)留の役割では，先

進事例の収集・分析にもとづく成果の普及，基準

の見直し図書館の在り方や関連施策の提示，研

修を挙げている o (3)国立密会国書館の役割では，

国内の各種図書館とのより密接な連携・協力を挙

げている。 (4)読書では，読書活動の推進における

図書館の重要な役割について述べている O

「参考資料jの2では， r自標基準例jを挙げて

いる。

1.2 生涯学習政策局長通知

r 1 改正条文の概要Jr JI 留意事項」からな

り， r JI Jでは，私立図書館，指定管理者等7項目

について解説している O

2. 新基準の考え方

2. 1 主な規定と文書

新基準に盛り込むことをめざした主な規定・文

書は下記のとおりである。

-図書館法(1950)

-公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準

(2001) 

-子どもの読書活動の推進に関する法律 (2001)



-文字-活字文化振興法 (2005)

-協力者会議 fこれからの図書館像~地域を支え

る情報拠点をめざして~(報告)J (2006) 
-図書館法改正 (2008)

-衆議院文部科学委員会，参議院文教科学委員会

「社会教育法等の一部を改正する法律案に対する

間帯決議J(2008) 

-協力者会議「図書館職員の研修の充実方策につ

いて(報告)J (2008) 
-協力者会議「司書資格取得のために大学におい

て履修すべき図書館に関する科呂の在り方につ

いて(報告)J (2009) 
2.2 協力者会議の考え方

協力者会議では，おおむね次の五つの考え方が

石在認された。

. wこれからの図書館像』では，図書館が何をすべ

きかを示しているが，今後の社会の性格につい

ては概略を示すにとどまっているため，今後の

社会の性格を示す。

-規定には，できるだけ主語を記載して，実施主

体を示し教育委員会と図書館の権限を明確に

する。

-基準の趣旨をより明確にするために，必要に応

じて規定の文言をより綿密なものとする。

-独立した項呂が設けられていない事項について

は，必要に応じて項目を設ける。

. r市町村立密書館jは， 4項iヨに分類して，体系

的な構成とする。

3.新基準の構成と改正点

3. 1 新基準の構成

総別，公立図書館，私立図書館の構成は図書館

法の構成と同様で，第二の 市町村立図書館J
では，項自を体系的に配列している O

第 一 総 別

第二公立国書館

一市町村立図書館

二都道府県立図書館

第三私立盟書館

総則では，公立図書館及び私立図書館の設置・

運営の基本，連携・協力，著作権等の権利の保護，

危機管理を扱っている o I日:基準の総別にあった資

料・情報の収集・提供，職員の資質-能力の向上

等は 市町村立図書館Jに移されている O

3.2 新基準の改正点
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改正された事項の特徴について，図書館の機能

の観点から解説する O 必要に応じ関連する新基準

の文言を引用する D

(1)これからの社会と公立図審館

①これからの社会の基本的性格

これからの社会はま自殺基盤社会であか知識や

情報が重要になるため 「知識基盤社会における知

識・情報の重要性jに言及している。これをもと

に， I~警舘の重要性を導くことができる。

知識基盤社会(Jmowledge-basedsociety) とは，

「新しい知識-情報・技術が 政治・経済・文化

をはじめ社会のあらゆる領域で、の活動の基盤とし

て飛躍的に重要性を増すf社会で¥中教審答申

「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策にヨい

てJ4}(2008)でも言及されている。

②公立図書館の基本的役部

公立I~番館の基本的な役割と利用者や社会との

関係を明らかにしている or読審活動の振興を担う

機関として， また， 地j域或の1情背幸報!長t討;拠処処，点l主としてJr年利iせJ)用羽
者及びび、住民の芸妥さ望 社会の要構並びに地j域或の笑{

に十分留意しjと述べている D

(2)詩書と図書館長

司書ーの確保とその資質・能力の向上を重視して

おり， r当該I~警告l~の設置の iヨ的を適切に遼成する

ため，烹i警及び両議:ネmの確保並びに資質・能力の

向上に十分留意しJと述べているo

図書館長に必要な知識と経験を明らかにしてい

るD 図書館の運営だけでなく，行政も重視してい

る。司書が図書館長をめざすためには，このよう

な要件を身につけるための努力とそのための機会

が必要になる o r図書館サーピスその他の図書館の

運営及び行政に必要な知識・経験とともに，司書

となる資格を有する者Jと述べている O

(3)図書館サービスの改革

課題解決の支援，情報サービス，読書の支援の

三つの観点から図書館サービスに関する規定の充

実が図られている O

①地域の課題に対応するサービス

地域の課題に対応する各種サービスの規定を設

けている。独立項目を設け， I日基準にあった「就

職等Jr地方公共団体の政策決定等jの二つの項目

に，次の新項目を加えている。「子育て，教育，若

者の自立支援，健康・匿療，福祉，法律・司法手

続等に関する資料及び情報の整備-提供jこれに

よって，本格的に位置付けられ，サービスの範間
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が一段と広がったO

なお. 1日基準の「地方公共密体の政策決定や行

政事務に必要な資料及び情報jに「これらに関す

る理解jが追加されたことによって，地方公共団

体職員等の関係者だけでなく，地域住民等のため

の情報の提供も含むことが明確になった。

②情報サービス

電子情報を用いた情報サービスの基本的な内容

として，次の事項を示している orインターネット

等や務用データベース等の活用Jr図書館の利用案

内，テーマ別の資料案内，資料検索システムの供

用Jr利用者がインターネット等の利用により外部

の情報にアクセスできる環境の提供Jr郷土資料及

び地方行政資料の電子化j

このほか，情報リテラシーの学習の必要性が高

まっていることから 「利用者及び住民の情報活用

能力の向上を支援するため 必要な学習機会の提

供に努めるjことが一段と重要になっている。

③読書の支援

乳幼児サービスが新たに定められており.r乳幼

児向けの I~番及び関連する資料・情報の整備・提

供，読み間かせの支援，講j宝-展示会の実施，託

児サービスの実施Jが挙げられている。

児童・青少年，乳幼児の保護者に対するサービ

スとして. r保護者等を対象とした講座・展示会の

実施Jが定められている O

(4)図饗館経営の確立

多様な観点から図書館経営に関する規定の充実

が@られている。

①経営サイクルの確立

基本的運営方針，指標， 目標，運営言f四等の策

定と公表について定められており.r当該図書館の

事業の実施等に関する基本的な運営の方針Jr図書

館サーピスその他臨書館の運営に関する適切な指

標Jrこれらに係る iヨ襟Jr当該事業年度の事業計

酪Jrl望書館資料の収集に関する方針Jが挙げられ

ている O

i盟書館法改正によってi亘書館の運営に関する評

価と改善が定められたが，それに加えて.そのた

めに必要な運営方針等の策定について定めたもの

である。 i亘書館の運営方針等について検討する機

会が増えるため，これらを通じて， 自治体や教育

委員会に図書館の在り方について理解を求めると

ともに，地域や住民の意見を反映することができ

るO

これらを基に評価(関係者，第三者による評価を含

む)を行い，その結果を基に改善のために必要な

措霊を講じ，その内容を積極的に公開する。これ

らによって図書館経営のサイクルが確立されてい

るQ

①連携・協力

連携-協力が重視され 連携-協力先の範囲が

拡大されている。!日基準は「学校図書館，大学図

書館等の館種の異なる図書館や公民館，博物館等

の社会教育施設，宮公箸 民間の調査研究施設J
であったが，国立国会図書館，地方公共団体の議

会に附置する図書室，学校 関係行政機関，民間

!歪体等が追加されている。

①危機管理

fこれからの図書館像Jに続き，東日本大震災の

教訓を踏まえて，危機管理に関する独立項自が設

けられている O

④指定管理

指定管理者制度等を導入するなど，図書館の管

理を他の者に行わせる際に特に重視すべき事壌に

ついて定め，次の四つの項自が挙げられている。

「当該図書館の事業の継続的かっ安定的な実施の確

保Jr事業の水準の維持及び向上Jr司書及び司書

補の権保並びに資質-能力の向上等J.そのための

「当該管理者との緊密な連携J
⑤調査研究

都道府県立図書館による「調査研究jは. 113基

準で定められているが，これまで注呂されてこな

かった。運営やサーピスの改善には調査研究が必

要であるため.r都道府県立図書館は，図書館サー

ビスを効果的・効率的に行うための調査研究に努

めるものとするJと述べている。

(5)項目と記述の見護し

①I頁自の設置

記載が不十分であった事項について項目を設け，

体系の整理を図った。 r2 図書館資料Jに rl遺書

館資料の組織化J.r 3 図書館サービスJに「貸

出サービス等」の項自を設け 記述を充実した。

②記述の見直し

全域サービスに関する規定では，図書館施設の

設置等を重読し「市町村立図書館及びう子宮富等の設

置に努めるjと述べている。

資料収集に関する規定では 図書館サービスと

の関連を明確に示し. r充実した図書館サービスを

実施する上で必要となる十分な量の密書館資料を



計画的に整備するjと述べている D

(6)私立図書館に関する規定

私立図書館については，図書館法の規定に基づ

き，図書館の設置及び運営上望ましいと考えられ

る原別のみを定め， 自立的な運営を保障している。

図書館法に規定する私立図書館に対するノーサ

ポート-ノーコントロールの姿勢を維持するもの

で，その自立的な運営を損なうものではない。

図書館法では，私立図書館について，国や地方

公共自体からの不干渉等について定めているが，

図書館の運営やサービスについては定められてお

らず，望ましい基準も存在しなかった。新基準に

よって，私立図書館に対する干渉にならないJl~で，

I~書館の運営やサービスの在り方が示されている。

4. 新基準の意義

4. 1 新基準の意義と活用

新基準では， I日基準以後の社会の動向への対応，

読書振興，公立i亘書館関係の法律・報告-行政施

策の内容が包括され バランスよく簡潔にまとめ

られている。これによって 公立図書館の在るべ

き姿が基準として整理され，理解が容易になり，

これをもとに図書館運営を進めることができるよ

うになった。特に， rこれからの図書館像jの要点

が基準として定められた意義は大きい。

「地域の課題に対応したサービスJの項目が設け

られて，公立図書館の社会的意義は非常に明確に

なか図書館外の人々にも理解されやすくなった。

公立図書館の在り方の理解を求めるために，新基

準は「ユネスコ公共図書館宣言 1994J r図書館

法Jと共に活用できるのではないだろうか。

4.2 密書館行政のサイクル

新基準には， 2001年以後の図書館行政の一つの

サイクルの仕上げの意味がある O 文科省の公立図

書館行政の特徴は，長期的視野にもとづき，着実

に検討を重ね，政策を進める姿勢にある O

筆者は，文科省の積極的な公立i亘書館行政の出

発点を1988年の社会教育審議会中間報告「新しい

時代(生涯学習・高度情報化の時代)に向けての

公共図書館の在り方についてJと考える。

第lのサイクルは，これ以後， 1997年の省令科

目改定を経て， 2001年の!日基準の告示までである O

最初に図書館のビジョンを示し，次にそれを実現

するための司書養成の科目を改定しその他情報

化等に関する関連する報告等を発表し最後にそ
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れらを含めて[望ましい基準Jが公示されている o

この時期のキーワードは 「生涯学習」と「情報

化Jで，前後を含めて約15i!三間を要しているo

第2のサイクルは， r子どもの続審活動を振興す

る法律J(2001) から， rこれからの密警館像i
(2006) ，図書館法の改正 (2008)，履修科自の制定

(2009)を経て. 2012年の新基準までであるo キー

ワードは. r読書振興Jr課題解ー決支援Jrインター

ネシトJrlZl書館経営jで¥約12年i習を要してい

る。

4.3 新基準の課題

新基準を深く理解するには基準そのものと器準

の各規定のもととなる法律や報告の解説が必要で、

ある。今後の課題として，第一に，このような解

説の作成がある。これまでは，報告の策定に追わ

れて，解説と普及のための努力が十分ではなかっ

たため，今後取組が必要であるo 第二に，基準の

各項自の実現のためのさまざまな手法や秘題の検

討，調査研究，経験交流や意見交換が必要であり，

そのための新たな機会や場所が必要である O

おわりに

この間，図書館サービス・行政の改警に取り組

んでこられた公立・私立i盟事館関係者の皆さん，

図書館行政に努力されてきた文科省の関係者の皆

さん，糸賀雅児氏(慶勝義塾大学文学部)をはじめ

とする協力者会議の委員の皆さんに心からお礼q:J
し上げます。
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4) 中央教育審議会「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方

策について~知の循環型社会の構築を目指して-(答申)J 
2008. 131p 

(http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyoO/to 

ushin/1216131_1424.html) 

(みない ひでき:HiJ筑波大学)

[NDC 9 : 016.2 BSH: 1. ~番館(公共) 2.1盟諸:館行政]
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